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【防災情報】青森河川国道事務所
大雨による防災情報（第８報）

青森河川国道事務所では大雨のため令和３年８月９日
２３時５０分に災害対策支部「警戒体制」を設置しておりま
したが、道路の安全が確認され、今後まとまった降雨が
予想されないことから本日１８時２０分に警戒体制を解除
しました。
なお、下北、上北地域の災害調査等の支援のため青

森県庁へリエゾンやTEC-FORCE派遣を行っていることか
ら、災害対策支援支部「警戒体制」は継続中です。

１．青森河川国道事務所の体制
８月 ９日 １９時２０分 災害対策支部「注意体制」設置

２３時５０分 災害対策支部「警戒体制」に切り替え
８月１０日 １０時４０分 災害対策支援支部「警戒体制」設置 継続

１８時２０分 災害対策支部「警戒体制」解除

２．支援対応状況
災害対策現地情報連絡員（リエゾン）派遣
青森県庁 ２名 １０時４０分出発 １０時４５分到着（作業開始）
※リエゾンとは、災害時に的確かつ迅速な災害対応支援を実施するために、
積極的な情報収集及び提供を行うため、東北地方整備局職員を自治体の災
害対策本部に対し職員を派遣するものである。

３．その他
道路情報は、インターネット上でも見ることが出来ます。

青森河川国道事務所 http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/disaster/disdoc.htm

なお、道路の異状を発見した場合は、下記にご連絡下さい。
道路緊急ダイヤル ＃９９１０

※災害対策支部設置基準

注意体制 ・時間雨量３０ｍｍ、連続雨量が８０ｍｍに達した場合
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問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所
青森市中央三丁目２０－３８

TEL０１７－７３４－４５２１（代表)
（道路）道路管理第一課長 相馬和也 （内線４３１）
（支援）防災課長 村元秀幸 （内線２８１）


